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『
は
じ
め
に

一
九
八
一
年
一
一
一
月
一
六
日
、
国
際
連
合
の
第
一
一
一
六
回
総
会
は
、

’
九
一
ハ
一
一
一
年
が
世
界
人
権
宣
言
採
択
一
一
一
五
周
年
に
あ
た
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
年
に
、
人
権
擁
護
の
と
り
く
み
を
大
々
的
に
実
施
す
る
こ

と
を
定
め
た
文
書
を
全
会
一
致
で
採
択
し
た
。
（
資
料
①
参
照
）

最
近
の
人
権
を
め
ぐ
る
内
外
の
動
向
を
見
る
と
き
こ
の
決
定
は
、

極
め
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
わ
が

国
で
は
、
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
以
下
に
、
採
択
さ

れ
た
文
章
を
紹
介
す
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
若
干
の
解
説
を
し

て
お
き
た
い
。

｜
｜
、
世
界
人
権
宣
言
の
歴
史

則
を
基
礎
と
し
た
人
権
尊
重
の
必
要
性
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
一
九
六
六
年
に
は
世
界
人
権
宣
言
を
さ
ら
に
発
展
さ

せ
、
法
的
拘
束
力
を
持
た
せ
た
も
の
と
し
て
、
国
際
人
権
規
約
が
国

連
で
採
択
さ
れ
た
。
ま
た
、
世
界
人
権
宣
言
を
ふ
ま
え
て
、
各
分
野

に
お
け
る
人
権
の
擁
護
の
た
め
に
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
や
女
性
差

別
撤
廃
条
約
な
ど
の
個
別
の
条
約
が
次
々
と
国
連
で
採
択
さ
れ
、
今

日
一
九
に
及
ぶ
人
権
に
関
す
る
条
約
が
あ
る
。
（
資
料
②
参
照
）

こ
の
他
、
国
連
は
、
国
際
婦
人
年
や
一
○
カ
年
の
行
動
計
画
、
国

際
児
童
年
や
国
際
障
害
者
年
と
い
っ
た
企
画
を
次
々
と
打
ち
出
し
、

人
権
擁
護
の
と
り
く
み
を
計
画
的
に
高
め
て
き
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
誕
生
と
と
も
に
、
永
年
に
わ

た
っ
て
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
人
種
差
別
撤
廃
の
た
め
の
様
々
な
施

策
が
次
々
と
後
退
さ
せ
ら
れ
て
い
る
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
は
、

外
国
人
労
働
者
等
に
対
す
る
差
別
攻
撃
が
強
ま
っ
て
い
ろ
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
数
年
来
、
世
界
的
な
景
気
の
後
退
と
軍
備

増
強
の
動
き
の
中
て
、
人
権
を
め
ぐ
る
情
勢
も
厳
し
い
局
面
を
迎
え

が
わ
か
る
。

三
、
今
曰
の
状
況

世
界
人
権
宣
言
を
め
ぐ
る
歴
史
を
見
る
と
、
第
二
次
大
戦
以
降
、

人
権
擁
護
に
む
け
た
歩
み
は
、
一
歩
一
歩
前
進
し
て
き
て
い
る
こ
と

て
い
ろ
。

世
界
人
権
宣
言
三
五
周
年
（
一
九
八
一
一
一
年
）
に

む
け
た
と
り
く
み
を
開
始
し
よ
う
／
・

麹

日
本
で
も
、
行
政
改
革
と
い
う
名
の
下
に
、
福
祉
後
退
と
人
権
の

抑
圧
が
進
行
し
、
他
面
で
、
軍
備
増
強
、
教
科
書
や
憲
法
の
改
悪
が

重
大
な
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
ろ
。

こ
う
し
た
国
の
内
外
に
お
け
る
傾
向
が
強
ま
れ
ば
、
国
内
で
の
人

権
抑
圧
、
国
外
に
対
す
る
侵
略
戦
争
Ⅱ
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
道
に
い
き
つ

く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

し
か
も
、
今
日
の
戦
争
は
、
人
類
の
滅
亡
を
意
味
す
る
〃
核
戦

争
〃
に
発
展
す
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
時
、
全
力
を
あ
げ

て
、
こ
う
し
た
人
権
抑
圧
と
戦
争
の
道
を
く
い
と
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

幸
い
、
反
核
平
和
の
う
ね
り
は
、
全
世
界
的
に
盛
り
上
り
を
見
せ

て
き
て
い
る
が
、
こ
れ
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
人
権
擁
護
の
世
論

を
大
き
く
盛
り
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
そ
れ

は
、
今
の
と
こ
ろ
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
意
味
で
は
、
来
年
の
世
界
人
権
宣
言
一
一
一
五
周
年
と
い
う
人
権

擁
護
に
と
っ
て
記
念
す
べ
き
年
に
、
大
々
的
な
人
権
擁
護
の
世
論
を

ま
き
お
こ
す
こ
と
は
、
極
め
て
時
宜
に
か
な
っ
た
こ
と
と
い
え
よ
う
。

四
、
三
五
周
年
の
概
要

昨
年
の
一
二
月
の
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
文
書
に
よ
れ
ば
、
来

年
の
人
権
宣
一
一
一
二
一
五
周
年
に
と
り
く
む
柱
と
し
て
次
の
よ
う
な
課
題

を
提
起
し
て
い
る
。

世
界
人
権
宣
言
は
、
’
九
四
八
年
、
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
国
連
の

第
三
回
総
会
で
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
人
権
宣
言
の
根
本
理
念
は
、
平

和
を
守
る
た
め
に
は
、
国
際
的
な
連
帯
の
下
に
、
差
別
を
撤
廃
し
、

日
常
不
断
に
、
人
権
を
守
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に

あ
る
。こ
う
し
た
運
念
の
人
権
宣
一
一
一
一
口
が
、
採
択
さ
れ
た
背
景
に
は
、
第
二

次
世
界
大
戦
に
対
す
る
痛
烈
な
反
省
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
第
二

次
大
戦
で
は
、
全
世
界
で
五
○
○
○
万
人
と
も
六
○
○
○
万
人
と
も

い
わ
れ
る
彪
大
な
人
々
の
命
が
奪
わ
れ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
第

二
次
大
戦
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ナ
チ
ス
・
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
が
、
ア

ジ
ア
で
は
日
本
軍
が
、
大
量
殺
り
く
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
う
し
た
残

虐
な
結
果
を
伴
っ
た
戦
争
を
、
再
び
く
り
か
え
す
こ
と
の
な
い
よ
う

に
、
真
剣
な
反
省
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
結
論
が
、
万
人
平
等
の
原

友
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ま
ず
国
連
自
体
の
と
り
く
み
と
し
て
は
、
以
下
の
と
り
く
み
を
掲

げ
て
い
ろ
。

①
一
九
八
一
一
一
年
一
二
月
一
○
日
頃
に
、
国
連
本
部
、
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
の
国
連
事
務
局
な
ど
で
記
念
行
事
を
催
す
。

②
一
九
八
一
一
一
年
へ
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
、
人
権
擁
護
に
関
す
る
経
験

を
話
し
合
う
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
催
す
。

③
世
界
人
権
宣
言
の
重
要
性
に
関
す
る
宣
伝
（
広
報
、
放
送
、

視
聴
覚
教
材
等
）
を
強
め
ろ
。

④
「
人
権
に
関
す
る
国
連
の
諸
条
約
と
活
動
概
況
」
を
出
版
す

る
。

⑤
人
権
宣
言
一
一
一
五
周
年
を
記
念
し
た
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
、
配
布

す
る
。

⑥
人
権
宣
一
一
一
三
一
五
周
年
記
念
切
手
を
発
行
す
る
。

⑦
一
九
八
三
年
に
開
催
さ
れ
る
国
連
第
一
一
一
八
回
総
会
の
議
題
に

「
世
界
人
権
宣
一
一
一
三
一
五
周
年
・
市
民
的
・
政
治
的
権
利
、
経
済
的

・
社
会
的
・
文
化
的
権
利
の
促
進
と
遵
守
の
た
め
の
、
国
際
協

力
」
と
い
う
項
目
を
加
え
て
討
議
す
る
。

⑧
以
上
の
と
り
く
み
を
企
画
し
、
準
備
す
る
た
め
に
、
事
務
総

長
に
必
要
な
準
備
を
す
る
よ
う
要
請
す
る
。

次
い
で
、
国
連
加
入
国
や
民
間
団
体
に
対
し
て
も
以
下
の
よ
う
な

と
り
く
み
を
よ
び
か
け
て
い
ろ
。

①
’
九
八
一
一
一
年
一
二
月
一
○
日
を
公
式
の
人
権
デ
ー
に
す
る
。

－
チ
に
重
き
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
促
す
機
会
と
な
る
こ
と
を
確

実
に
す
る
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
い
ろ
い
ろ
な
手
段
（
方
法
）
を
と
る

よ
う
要
請
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
ろ
。

’
九
七
○
年
代
の
半
ば
頃
よ
り
、
部
落
解
放
同
盟
や
部
落
解
放
研

究
所
は
、
国
際
的
な
差
別
撤
廃
、
人
権
擁
護
の
と
り
く
み
と
の
連
携

を
強
め
て
き
て
い
ろ
。
国
際
人
権
規
約
の
批
准
運
動
の
展
開
、
国
際

人
権
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
、
英
文
一
ニ
ー
ス
の
発
行
、
さ
ら
に
、

今
年
の
人
権
週
間
に
予
定
し
て
い
る
反
差
別
国
際
会
議
の
企
画
等

に
、
そ
の
こ
と
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
動
き
と
関
連
し
て
、
毎
年
一
二
月
四
日
か
ら

一
○
日
ま
で
の
一
週
間
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
人
権
週
間
に
対
す
る
と

り
く
み
を
強
め
て
き
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
人
権
週
間
は
、
世
界
人
権
宣
言
の
精
神
を
、

普
及
・
徹
底
す
る
た
め
に
一
九
四
八
年
以
降
と
り
く
ま
れ
て
き
て
い

る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
機
会
を
部
落
差
別
を
始
め
と
し
た
国
内
に
存
在
し
て
い
る
具

体
的
な
差
別
問
題
の
解
決
と
結
び
つ
け
て
と
り
く
む
よ
う
働
き
か

け
、
そ
の
と
り
く
み
の
充
実
を
促
し
て
き
た
。

一
九
八
一
一
一
年
の
世
界
人
権
宣
一
一
一
三
一
五
周
年
を
ひ
か
え
、
部
落
解
放

の
課
題
は
、
重
要
な
時
期
を
迎
え
て
い
ろ
。

’ 
五
、
部
落
解
放
と
結
び
つ
け
て

一
戸
一

翁

な
お
、
こ
れ
ら
の
と
り
く
み
に
あ
た
っ
て
の
基
本
理
念
と
し
て
、

「
人
権
の
擁
護
と
促
進
に
関
し
て
、
加
盟
国
・
専
門
機
関
お
よ
び
人

権
の
擁
護
と
促
進
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
政
府
と
民
間
の
国
際
組
織

に
対
し
て
、
世
界
人
権
宣
言
一
一
一
五
周
年
が
、
国
際
理
解
、
協
力
、
平

和
、
さ
ら
に
人
権
に
対
す
る
世
界
的
で
有
効
な
遵
守
を
、
特
に
、
公

式
の
学
校
の
わ
く
の
内
と
外
の
双
方
に
お
い
て
の
、
教
育
的
ア
プ
ロ

同
和
対
策
新
法
が
、
一
年
半
に
及
ぶ
闘
い
の
中
で
よ
う
や
く
制
定

さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
武
器
に
、
部
落
解
放
に
む
け
た
と
り
く
み
を
前

進
さ
せ
る
と
と
も
に
、
部
落
解
放
基
本
法
の
制
定
の
展
望
を
切
り
開

く
課
題
が
あ
る
。
ま
た
、
一
九
年
に
わ
た
っ
て
と
り
く
ま
れ
て
き
て

い
る
狭
山
差
別
裁
判
反
対
闘
争
に
勝
利
す
る
課
題
、
さ
ら
に
は
、
判

明
以
降
す
で
に
七
年
目
を
む
か
え
ん
と
し
て
い
ろ
「
部
落
地
名
総

鑑
」
差
別
事
件
に
勝
利
す
る
課
題
が
あ
る
。

そ
の
他
、
各
地
で
続
発
す
る
悪
質
な
差
別
事
件
に
対
す
る
闘
い

と
、
課
題
は
山
積
し
て
い
ろ
。

こ
れ
ら
の
課
題
の
抜
本
的
な
前
進
の
た
め
に
、
来
年
の
世
界
人
権

宣
一
一
一
二
一
五
周
年
を
最
大
限
活
用
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
部
落
解
放
と
も
密
接
に
結
び
つ
い
た
、
「
人
種
差
別
撤

廃
条
約
」
や
、
就
職
差
別
を
禁
止
し
た
「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
二
号
条
約
」

を
日
本
政
府
に
批
准
さ
せ
る
闘
い
を
、
こ
の
機
会
に
飛
躍
的
に
強
化

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

女
性
差
別
、
「
障
害
者
」
に
対
す
る
差
別
、
在
日
朝
鮮
人
等
に
対

す
る
差
別
撤
廃
の
と
り
く
み
も
、
こ
の
機
会
に
強
め
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
機
会
に
、
行
政
改
革
の
中
で
縮
少
が
ほ
の
め
か
さ
れ

て
い
る
わ
が
国
の
人
権
擁
護
体
制
の
充
実
強
化
を
達
成
す
る
必
要
が

あ
る
。

②
一
九
八
一
一
一
年
一
二
月
一
○
日
に
、
国
家
元
首
あ
る
い
は
政
府

首
班
等
の
特
別
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
表
す
る
。

③
人
権
デ
ー
に
国
会
そ
の
他
の
公
的
、
私
的
団
体
の
特
別
集
会

を
開
催
す
る
。

④
人
権
の
分
野
で
の
国
連
の
諸
条
約
の
当
事
国
と
な
る
よ
う
特

別
の
努
力
を
行
う
。

⑤
人
権
擁
護
の
た
め
の
中
央
・
地
方
組
織
の
設
立
、
強
化
。

⑥
人
権
教
育
の
奨
励
。

⑦
世
界
人
権
宣
言
の
普
及
。

⑧
人
権
切
手
等
の
発
行
等
。

⑨
民
間
団
体
の
活
動
の
奨
励
。

⑩
人
権
に
関
す
る
国
際
年
と
、
そ
れ
に
関
す
る
一
○
年
の
活
動

の
計
画
を
た
て
ろ
。

、
世
界
人
権
宣
言
に
関
す
る
論
文
（
高
校
生
、
中
学
生
対
象
）

コ
ン
テ
ス
ト
の
実
施
。
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六
、
お
‘
わ
Ｄ
に

こ
う
し
た
わ
が
国
の
中
に
あ
る
具
体
的
な
部
落
差
別
を
は
じ
め
と

し
た
様
々
な
差
別
撤
廃
の
前
進
に
役
立
つ
と
り
く
み
を
民
間
レ
ベ
ル

で
も
企
画
す
る
と
と
も
に
、
政
府
や
自
治
体
に
対
し
て
も
早
い
時
期

か
ら
要
請
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

そ
の
際
、
少
な
く
と
も
昨
年
末
の
国
連
総
会
が
、
加
入
国
や
民
間

団
体
に
よ
び
か
け
て
い
る
提
案
の
実
施
を
全
国
各
地
で
よ
び
か
け
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
う
し
た
わ
が
国
内
で
の
と
り
く
み
を
ふ
ま
え
、
国
連
に
対
し
て

も
、
政
府
代
表
と
民
間
代
表
を
ま
じ
え
た
、
国
連
人
権
特
別
総
会
の

開
催
な
ど
を
要
請
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
部
落
解
放
研
究
所
事
務
局
次
長
）

資
料
①

世
界
人
権
宣
一
一
一
一
三
一
一
五
周
年
の
遵
守
（
一
一
一
六
／
一
六
九
）

注
①
こ
の
文
書
は
一
九
八
一
年
一
一
一
月
一
六
日
、
国
連
第
三
六
期
総
会
で

全
会
一
致
採
択
さ
れ
た
も
の
で
す
。

②
こ
の
仮
訳
は
東
京
外
国
語
大
学
の
斎
藤
恵
彦
教
授
に
お
願
い
し
た
も

の
で
す
。

総
会
は
、
’
九
八
三
年
と
い
う
年
が
「
す
べ
て
の
人
民
と
す
べ
て

の
国
と
が
達
成
す
べ
き
共
通
の
基
準
」
と
し
て
、
人
権
と
基
本
的
目

文
書
の
中
の
諸
提
案
に
感
謝
し
、
こ
れ
ら
に
注
目
し
、

｜
、
世
界
人
権
宣
言
一
一
一
五
周
年
を
意
義
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、

加
入
国
、
専
門
機
関
、
お
よ
び
地
域
的
国
際
機
構
、
民
間
団
体

に
、
こ
の
付
則
に
挙
げ
て
あ
る
よ
う
な
適
切
な
措
置
を
取
る
よ

一
一
、
世
界
人
権
宣
言
一
一
一
五
周
年
を
意
義
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、

こ
の
決
議
の
付
則
に
述
べ
て
あ
る
よ
う
な
、
国
連
レ
ベ
ル
で
の

ふ
さ
わ
し
い
活
動
を
始
め
る
よ
う
に
事
務
総
長
に
要
請
す
る
。

一
一
一
、
国
連
郵
政
部
に
、
世
界
人
権
宣
一
一
一
三
一
五
周
年
記
念
切
手
を
発

行
す
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
促
す
。

四
、
国
連
第
一
一
一
八
回
総
会
の
議
題
と
し
て
、
「
世
界
人
権
宣
言
一
一
一

五
周
年
》
市
民
的
・
政
治
的
権
利
、
経
済
的
・
社
会
的
・
文
化

的
権
利
の
促
進
と
遵
守
の
た
め
の
、
国
際
協
力
」
と
い
う
項
目

を
加
え
、
総
会
で
こ
の
議
題
に
つ
い
て
総
会
で
討
議
す
る
よ
う

勧
告
す
る
。

五
、
さ
ら
に
、
一
九
八
一
一
一
年
一
一
一
月
一
○
日
の
世
界
人
権
宣
言
を

祝
う
そ
の
日
に
記
念
集
会
を
催
す
こ
と
を
決
定
し
、
事
務
総
長

に
こ
の
計
画
に
必
要
な
準
備
を
す
る
よ
う
に
要
請
す
る
。

付
属
文
書

世
界
人
権
宣
一
一
一
一
三
一
一
五
周
年
を
記
念
す
る
た
め
に
推
め
ら

れ
る
措
置

ｂ
に
促
す
。

ケ
リ
餌
▲

●
 

‐
句
■

② 

マ
ト
Ｌ
与
卜
■
⑤
０
‐
凸

。
△
‐
士

９
■
 

由
の
擁
護
と
促
進
の
た
め
の
、
国
家
的
及
び
国
際
的
努
力
を
鼓
舞
す

る
源
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
、
正
し
く
そ
う
あ
り
続
け
る
世
界
人
権
宣

言
の
一
一
一
五
周
年
に
あ
た
る
、
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
、
こ
の
宣
言
を

遵
守
す
る
た
め
に
は
、
人
権
が
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
対
し
て
保
障
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
こ
と
に
人
権
が
指
導
と
教
育
を
と
お

し
て
、
み
な
に
知
ら
れ
ず
し
て
は
、
こ
の
遵
守
は
成
就
さ
れ
な
い
と

い
う
認
識
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
人
権
宣
言
を
公
布
す

る
際
、
総
会
は
「
社
会
の
各
個
人
及
び
各
機
関
が
、
こ
の
宣
言
を
常

に
念
頭
に
置
き
な
が
ら
こ
れ
ら
の
権
利
と
自
由
と
の
遵
守
を
指
導
及

び
、
教
育
に
よ
っ
て
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
こ
と

を
想
起
し
、
ま
た
、
’
九
七
七
年
一
二
月
一
六
日
に
な
さ
れ
た
、
人

権
宣
一
一
一
一
三
一
一
○
周
年
の
遵
守
に
関
す
る
総
会
（
Ａ
１
一
一
一
六
／
五
○
○
）

の
決
議
を
想
起
し
、
人
権
の
擁
護
と
促
進
に
関
し
て
、
加
盟
国
・
専

門
機
関
お
よ
び
人
権
の
擁
護
と
促
進
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
政
府
と

民
間
の
国
際
組
織
に
対
し
て
、
世
界
人
権
宣
言
一
一
一
五
周
年
が
、
国
際

理
解
、
協
力
、
平
和
、
さ
ら
に
は
人
権
に
対
す
る
世
界
的
で
有
効
な

遵
守
を
、
特
に
、
公
式
の
学
校
の
わ
く
の
内
と
外
の
双
方
に
お
い
て

の
、
教
育
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
重
き
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
促
す
機

会
と
な
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
い
ろ
い
ろ
な
手

段
（
方
法
）
を
と
る
よ
う
要
請
す
る
。

人
権
宣
一
一
一
一
三
一
一
五
周
年
に
ふ
さ
わ
し
い
意
義
を
与
え
る
こ
と
を
切
望

し
、
人
権
宣
言
一
一
一
五
周
年
に
関
し
て
、
事
務
総
長
か
ら
提
出
さ
れ
た

一
、
下
記
の
提
案
を
、
国
連
レ
ベ
ル
の
活
動
の
た
め
に
す
る
。

㈲
一
九
八
三
年
一
一
一
月
一
○
日
を
公
式
の
人
権
デ
ー
に
す
る
。

⑤
一
九
八
一
一
一
年
一
二
月
一
○
日
に
、
国
家
元
首
あ
る
い
は
政
府

首
班
、
そ
の
他
の
首
脳
人
の
特
別
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
表
す

る
。

回
人
権
デ
ー
に
国
会
そ
の
他
の
公
的
、
私
的
団
体
の
特
別
集
会

を
開
催
す
る
。

側
人
権
の
分
野
で
の
国
連
の
諸
条
約
、
特
に
女
性
の
権
利
を
対

象
と
す
る
諸
条
約
に
、
ま
だ
批
准
も
加
入
も
し
て
い
な
い
国

が
、
こ
れ
ら
の
条
約
の
当
事
国
と
な
る
よ
う
特
別
の
努
力
を

行
う
こ
と
。

㈲
人
権
の
擁
護
と
促
進
の
た
め
の
国
家
的
と
地
方
的
機
構
の
設

立
、
ま
た
は
強
化
。

㈹
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
レ
ベ
ル
の
人
権
に
関
す
る
教
育
活
動
の
奨

励
。

図
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
臣
を
、
少
数
民
族
（
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
）
の
言

語
を
含
む
、
そ
の
国
の
諸
国
語
で
翻
訳
し
、
普
及
さ
せ
る
。

伽
一
九
八
三
年
の
一
年
間
、
人
権
切
手
、
初
日
カ
バ
ー
、
特
別

消
印
の
発
行
。

㈹
民
間
団
体
が
十
分
に
祝
典
（
祝
行
事
）
に
参
加
し
、
独
自
の

活
動
を
す
る
よ
う
に
奨
励
す
る
。

川
人
権
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
現
在
進
行
中
の
各
種
の
一
○
年

； 

くむ
： 
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資
料
②

／■、

注
、-ノ

ま
た
コ
ン
テ
ス
ー

ニ
、
と
り
わ
け
、
下
夛

れ
ろ
べ
き
で
あ
る
。

何
一
九
八
三
年
一
一

[》９ｔ；７６コユⅡ上【 ㈲
世
界
人
権
宣
言
一
一
一
五
周
年
を
記
念
す
る
た
め
に
、
ふ
さ
わ
し

い
国
連
ポ
ス
タ
ー
を
デ
ザ
イ
ン
し
、
配
布
す
る
。

何
世
界
人
権
宣
言
の
重
要
性
、
並
び
に
国
連
が
人
権
と
基
本
的

自
由
の
十
分
な
享
有
を
保
障
す
る
た
め
果
し
て
来
た
役
割
と

実
績
に
注
意
を
喚
起
し
、
こ
れ
ら
を
強
調
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
し
か
る
べ
き
広
報
、
放
送
、
そ
れ
に
視
聴
覚
教
材

を
、
国
連
事
務
局
広
報
局
が
一
般
に
配
布
す
る
。

回
「
人
権
に
関
す
る
国
連
の
諸
条
約
と
活
動
概
説
」
を
国
連
で

㈲
一
九
八
三
年
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
人
権
に
関
す
る
国
際
的
な
規

範
の
国
内
的
実
施
に
つ
い
て
の
い
ろ
い
ろ
な
国
の
経
験
を
話

側
「
あ
な
た
の
世
代
に
、
世
界
人
権
宣
言
が
、
何
を
意
味
す
る

べ
き
か
」
と
い
う
題
で
、
高
校
生
、
中
学
生
対
象
の
小
論
、

計
画
、
並
び
に
準
備
の
進
行
中
の
各
種
の
国
際
年
に
そ
っ

異
Ｅ
０

国
際
訂

婦
人
の

一
九
三

無
国
鱈

奴
隷
割

補
充
多

既
婚
編

無
国
警

婚
姻
の

す
べ
て

屋
斉
杓

一
九
八
三
年
一
一
一
月
一
○
日
頃
に
、
国
連
本
部
、
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
の
国
連
事
務
局
お
よ
び
、
ウ
ィ
ー
ン
国
際
セ
ン
タ
ー
に

し
合
う
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
催
す
。

て
、
こ
れ
ら
を
支
援
す
る
活
動
を
計
画
す
る
。

薙
民
の
地
位
に
罠
す
る
議
定
書

て
、
記
念
行
事
を
催
す
。

の
公
用
語
す
べ
て
で
翻
訳
し
た
も
の
を
出
版
。

夕
凶
に
附
す
そ
夢

一
九
八
一
年
一
○
月
一
日
現
在
の
状
況
を
因
、
ｏ
ヱ
ニ
、
閃
２
国
な
ど
に
よ
っ
て
作
成
し
た
。

ＺＤＩ百ｌｂ ン
テ
ス
ト
を
行
う
。

IUZ鄙

酉隷Ⅲ22Ｘ田（こに
善質に隷旛関塵

Ｉ 
下
記
の
手
段
は
、

連Ｈ囚Ｉ美ｌＫ－乞う［英ｌ旦宋

垣
に
反
今
９
テ
色
扉

陰
莉
’
１
十
王
９
｜
か
一
屋

'羊、￣＝－コ

徹
慶
元
に
西
【
す
る
国
廼

態
の
差
別
闇
四
一
発
に
男
，
す
る
全

咽
権
利
に
頭
詞
す
る
国
甦

宅佳」u二ヨミ

⑨ 

国
連
関
係
人
権
条
約
一
覧
表

国
連
レ
ベ
ル
で
取
り
上
げ
ら

頭
咽
乙天
｛
９

グー

隔
杷
届
に
弱
【
ず

〃

夫
寺

乱
不
適
用
に
勇
奇

の
庫
玉

○
エ
△
五

○
二
匹
△
三

△
二
摩
賎
△
云
艶
露

】
／
六
（

つ
つ
（
▽
△
刃

会
決
議
番
号
一
採
択
年
月
日
一
表
決
結
果
｜
発
効
年
月
日
震
榊
椛

鉤

』
０
円
ｐ
，
千
斗
Ｊ
Ｉ
Ｃ
や
『
し
、
’

ｇ
六
●
Ｃ
●
ら

二
三
●
つ
●
己

９
六
●
つ
●
つ

】
ご
●
○
・
一
宝

］
つ
●
ら

ピヒョ

プミ
● 

～ 
邑一＝

つ
●
（

［
）
●
（
）
 

）
●
つ

】
●
｛
）
●
（
］

）
●
（
 

尻

HFl 

実
も z｣ヨ

● 

● 

０ ０ 

９１１８１７１６１５１４１３］し２１１１０９８７６５４３２１
￣1 

⑪ 

←ａ 

ジェノサイド条約

人身売買および他人の売春の搾取の防止に関する条約難民の地位に関する条約？？国際訂正権に関する条約婦人の政治的権利に関する条約一九二六年奴隷条約改正議定書．無国籍の地位に関する条約撒繍鯏紺伽隷貿易および奴隷制類似の制度
・慣行の廃止に関する

既婚婦人の国籍に関する条約無国籍の減少に関する条約
婚姻の同意Ｐ婚姻最低年令および婚姻届に関する条約すべての形の人種差別撤廃に関する国際条約Ｉ経済的・社会的および文化的権利に関する国際規約市民的および政治的権利に関する国際規約同上についての選択議定書難民の地位に関する議定書

戦争犯罪および人道に反する罪に対する時効不適用に関する条約アパルトヘイト罪の鎮圧と処罪に関する国際条約女性に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約
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